
 推進体制
会社の体制として株主総会・取締役会・監査役などの法律
上の機能に加え、さまざまな内部統制の仕組みを整備して
います。
取締役会
取締役会は経営に関する意思決定および業務執行の監督
体制として、取締役と監査役で構成し、経営の基本方針、
法令および定款に定める事項、経営に係る重要な事項など
の討議・決定を行っています。
執行役員体制
経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行
の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。
監査体制
監査役２名が、取締役会への出席や業務、財産の状況の調
査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。
これに加え、グループ連結決算の一環として外部監査法人
が会計監査を実施し、会計および会計に関する内部統制の
適正および適法性について、第三者の立場から検証してい
ます。
竹中グループ内部統制規定
竹中工務店との密接な連携を通じて竹中グループ全体のさ
らなる発展と繁栄を期すべく2015年5月、「竹中グループ
内部統制規定」を制定しました。
本規定には、竹中工務店との有機的な結合とグループの統
一的な統制を図るための、協議や監査に関する事項が盛り
込まれています。

 ＣＳＲ推進体制
業務執行の重要事項を協議・決定する機関として、経営会
議を設置し、迅速な意思決定を行うとともに、各種委置会を
設置し、役割に応じて方針や施策の策定とその推進を行っ
ています。また、経営の倫理性・透明牲を高めるために、
コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。これらの
体制をベースに、お客様満足と社会的信頼をより高めてい
くことで、企業の社会的責任を果たしていきます。

コーポレート・ガバナンス

選任 選任

選任選定監査
監査

業務監査

株主総会

コーポレート・ガバナンス体制図

執行役員

本社・本支店

［監査役調整会］
監査役

顧
問
弁
護
士

•経営審議会

•企業倫理・
   危機管理特別委員会
•安全衛生管理中央委員会
•環境管理システム推進
   中央委員会 など

監査室

代表取締役

［取締役会］取締役

指
導

企業倫理・危機管理
特別委員会

•基本方針策定　•コンプライアンス推進
•リスクマネジメント推進

TQM推進中央委員会 •基本方針策定
•TQM活動推進

安全衛生管理
中央委員会

•基本方針策定　•安全活動推進
•衛生環境整備

情報化推進中央委員会 •基本方針策定
•情報化推進

環境管理システム推進
中央委員会

•基本方針策定
•環境マネジメントシステム運用

主な委員会の構成

社
長（
委
員
長
）

当社は、持続的な企業業績の成長を図るため、競
争力と経営の効率性を高めながら適法性と透明性
を保ち、お客様・お取引先・従業員・地域社会などす
べてのステークホルダーへの社会的責任（CSR）を
果たすべく経営体制の構築に取り組んでいます。

基本的な考え方

関連するSDGs
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社会の信頼と期待に応え、事業を継続的に営んでいくために、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、コンプライ
アンスを最優先する組織・風土づくりの強化を進めています。

健全な組織基盤



健
全
な
組
織
基
盤

 推進体制
機密情報の取り扱いに関しては、総務室（部）を主管部門と
し、各部門長を「管理責任者」としています。
従業員には、情報の取り扱いの留意事項を解説した「情報
セキュリティガイド」「個人情報保護法ガイド」を配付し、意
識の向上を図るとともに監査などにより各種規程の遵守状
況などをチェックしています。
物理的･技術的管理の強化
情報漏洩防止のためのパソコン持ち出し制限、社外からの
不正アクセス・攻撃防止のためのファイアウォール設定など
の対策を徹底しています。さらに指紋認証とデータ暗号化
機能の組み合わせにより、パソコンやメディアの盗難・紛失
に際しての重要データ保護を実現するとともに、継続的な
強化に努めています。
個人情報の保護（プライバシーポリシー）
当社は「プライバシーポリシー」を定めて適切な取り扱い
に努めています。個人情報保護法・ガイドラインなどに基づ
き、従業員教育を実施するなど、個人情報保護に取り組ん
でいます。
保険代理事業における取り組み
特に保険代理事業においては、お客様の健康状態・病歴な
どのセンシティブ情報を含む大量の個人情報を取り扱って
います。
取扱範囲も保険契約者に限らず被保険者、さらには事故の
被害者など広範に及び、適正かつ厳重な個人情報の取り
扱いが求められています。
当社では、個人情報の取り扱いが適正に行われるように、
保険代理店業務に従事する従業員に対して定期的に研修
を実施するなど、継続的かつ計画的なフォローアップを行
い、個人情報の保護、管理の徹底に努めています。

 プライバシーポリシー
アサヒファシリティズは、お客様からお預かりしている重要
な資産である個人情報の保護の重要性を認識し、個人情
報の保護に関する法律、その他の関係法令・ガイドライン
を遵守して、個人情報を適正に取り扱うため、下記のとおり
「プライバシーポリシー」を定めます。

個人情報の取得
当社は、商品・サービスの提供、アフターサービスに関する情報の収集・提供、各種
アンケート・懸賞等のため、必要な範囲内でお客様の個人情報を取得・利用いたし
ます。

個人情報の利用目的
当社がお客様からお預かりした個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で利
用いたします。
⃝  商品・サービスを提供する場合
⃝  商品・サービスをご案内する場合
⃝  アフターサービスに関する情報の収集・提供を行う場合
⃝  各種アンケート・懸賞等を実施する場合
⃝  その他の業務遂行、経営活動に必要な場合
⃝  保険会社より保険業務の委託を受け取得した個人情報を、各社の損害保険、生

命保険及びこれらに付帯・関連するサービス提供等業務遂行に利用する場合
また、個人情報の利用目的を変更する場合、お客様に書面等により通知又はホー
ムページ等に公表します。
なお、お客様へのより良いサービスの提供のため業務委託先にお客様の個人情報
を委託する場合があります。この場合、委託先の選定にあたっては、個人情報を適
切に取り扱い、管理が実施できるよう必要な事項を取り決めます。

個人情報の管理体制
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄、漏洩等に対し、組織
面及び技術面における適切な安全対策及び予防措置を講じ、継続的に見直し改
善を実施します。
また、業務に従事する全ての者に対し、個人情報保護に関する教育を実施し適切
な管理に努めます。

個人情報の開示
当社は、お客様の事前の同意なく、業務委託先以外の第三者にお客様の個人情報
を開示いたしません。
ただし、次の場合はお客様の個人情報を開示することがあります。
⃝  法令の定めに基づく場合
⃝  人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客様の同意を得るこ

とが困難である場合
⃝  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、お客様の同意を得ることが困難である場合
⃝  お客様、当社及び従業員の権利、財産、サービス等を保護するため必要と認め

られる場合
⃝  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得
ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

個人情報の問い合わせ
当社は、お客様から自己の個人情報の照会、訂正、追加、削除又は利用の停止、消
去の申し出があった場合は、調査の上必要がある場合は確実に実施いたします。

お問い合わせ先
株式会社 アサヒファシリティズ 本社総務室
電話番号：（０３）５６８３-１１９１ 受付時間：平日９：００～１７：００
E-MAIL：kojinjyoho@afm.co.jp

情報セキュリティ

当社は、お客様やお取引先の個人情報を含むさま
ざまな機密情報を保護するために「情報セキュリ
ティ管理規程」「個人情報保護規程」を定め、情報
保護・管理強化に取り組んでいます。

基本的な考え方
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お客様満足とまちづくりを通じた
持続可能な社会の実現
イノベーションにより社会的課題の解決とお客様に満足し
ていただける「安全・安心で魅力的な建物施設環境」の創
出を図り、まちづくりを通じた社会の実現に貢献する。

法令及び社会規範の遵守
法令およびその他の社会規範を遵守し、公正、透明、自
由な競争ならびに適正な取引を行い、良識ある企業活動
を実践する。

情報の開示及び保護
幅広いステークホルダーとの対話を行い、企業情報を積
極的かつ公正に開示するとともに、事業活動において入
手した各種情報の保護・管理を適正に行う。

人権の尊重
事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重する経営
を行う。

働きやすい職場環境の実現
多様な人格・個性が尊重される職場づくりを行うととも
に、心身の健康と安全に配慮した働きやすい環境を確保
し、ゆとりと豊かさ、自らの成長を実現する。

地球環境への貢献
美しい地球を未来に遺すことを人類共通の課題と捉え、
人と自然をつなぎ、環境と調和する建物施設環境の創
造に主体性を持って取り組む。

 企業行動規範
当社では、経営理念を社会的使命とし社是を基本において、どのような行動が経営理念の実現に結びつくのかを具体的に示した

「企業行動規範」を制定しています。従業員への啓蒙や、さまざまなチャネルにおけるステークホルダーへの周知を行っています。

コンプライアンス

社会への貢献
事業活動を通じて培った「知識、技術」を活かした活動をは
じめとし、地域社会との共生を尊重し、良き企業市民とし
て積極的に地域社会に参画し、その発展に貢献する。

危機管理の徹底
市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動
やテロ、サイバー攻撃、自然災害、その他事故等に備え、
組織的な危機管理を徹底する。

国際規範の尊重と各国・地域への貢献
グローバル化する事業活動において、各国・地域の法律遵
守、人権を含む各種国際規範の尊重はもとより、文化や慣
習、ステークホルダーの関心に配慮し、当該国・地域の経
済および社会の発展に貢献する。

実施体制の整備と違反への対応
経営トップは、本規範に沿った企業活動の実践が自らの役
割であることを認識し、率先垂範の上、社内外のステーク
ホルダーの声を把握し、実効のある社内体制の確立と教
育・啓蒙を図る。本規範に反するような事態が発生したとき
には、経営トップ自らが問題解決にあたり、社会への説明
責任を遂行するとともに権限と責任を明確にした上、自ら
を含めて厳正な処分を行う。

第1条 第7条

第8条

第9条

第10条

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

企業行動規範の周知徹底と実践への取り組み
⃝ ホームページ、イントラネットへの掲載
⃝ｅラーニングによる啓発
⃝ 企業理念カードの配付
⃝ コーポレートレポートの発行

当社は、経営理念の実現と企業の社会的責任への取り組みを一層深めるべく、「企業行動規範」を制定しています。企業
倫理を確立し、コンプライアンスを実践する経営を目指しています。

基本的な考え方

新入社員導入研修での啓発
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 企業行動規範実行の手引き
企業行動規範の精神をより理解できるよう、「企業行動規
範実行の手引き」を発行しています。
従業員一人ひとりがこの手引きを通して企業行動規範を
より深く理解し、自主的な実践につなげています。
2019年には、企業行動規範の改定や、新たに制定した
人権方針、調達方針を加えた改訂版を発行しました。
引き続き企業行動規範の実践に努めていきます。

 推進活動
コンプライアンスの徹底のため「企業倫理・危機管理特別
委員会」を設置し活動を行っています。2009年からはさ
らなる内部統制強化のため内部監査を実施しています。
また、従業員一人ひとりの意識を高めるためコンプライア
ンス研修を実施する、コンプライアンスの確立と維持に努
めています。
企業倫理ヘルプライン
企業倫理に関わる問題を早期に発見し、これに対応するこ
とによって、問題や被害の発生・拡大を防止するために、内
部通報制度「企業倫理ヘルプライン」を2006年より開設し

「公益通報者保護法」に沿った運用を行っています。

 教育・啓発
従業員のコンプライアンス意識の向上には継続的な教育
･啓発活動が重要です。当社では、2009年から階層別に
コンプライアンス教育を実施しており、2020年度は以下
のとおり各種教育を実施しました。今後も継続的にコンプ
ライアンスに関する情報の共有・啓発に努めていきます。

竹中グループ・ヘルプライン

•相談受理時報告
•事実確認内容・
対応状況報告
•必要に応じ対策協議

企業倫理ヘルプライン

相談

相談

相談

対応内容の
指示

対応内容の
連絡

対応内容の連絡

対応策
協議調査

相談・通報窓口（コンプライアンス責任者）

相談・通報窓口
（コンプライアンス・リーダー）

相談者：従業員ら
（社員・パート・アルバイト・派遣社員）

関与各部門

竹中工務店

企業倫理・
危機管理特別委員会

連
絡
報
告

関連部門
（本社部門長会）

相談者：協力会社関係者

企業倫理ヘルプライン対応フロー

項目 ＣＳＲ・コンプライアンス月間（11月～12月）

活動概要

●  全従業員がコンプライアンスについて学習、点検、評
価、再認識する具体的な機会として、ＣＳＲ・コンプライア
ンス問題を題材とした「ＣＳＲ・コンプライアンスミーティ
ング」「eクイズ」を実施

●  一人ひとりが正確な知識や取るべき行動を理解し、ハラ
スメントのない職場をつくっていくという自覚を持ち、職
場におけるハラスメントの防止を図るためeラーニング

「ハラスメント防止講座」を実施

●  竹中グループ、および社内のコンプライアンスに関する
相談・通報制度を周知

対象者 全従業員（一部、パート・派遣スタッフ含）

項目 一般職対象ハラスメント防止研修

活動概要

●  2018年に実施した職場環境調査のアンケート結果を踏
まえた外部講師による「ハラスメント防止研修」

●  2020年に研修中止のため受講できなかった対象者（約
600名）は、2021年3月、4月にZoomを使った研修を
実施

実施者

2月 90名
7月 107名
8月 16名
※ 3月～6月と8月途中以降は新型コロナウイルス感染拡大のため、

研修中止

2020年度コンプライアンス教育
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 「人権方針」の制定
2018年10月に「人権方針」を制定しました。

 企業理念カード
当社では、「企業理念」カードを全従業員・関係スタッフに
配布し、携行を義務づけています。事業に従事するメン
バー全員が企業理念を共有し、これらを実践することで社
会的責任を果たし、持続可能な社会の構築に貢献してい
きます。

 「調達方針」の制定
2018年10月に「調達方針」を制定しました。

「企業行動規範」にて謳われている「公正かつ透明性の
高い取引の推進」について、当社の活動姿勢をより具体
的に指し示し、遵守すべき事項を明確にしています。

 「下請法」への対応
当社の役務調達先には、多数の「下請法」適用対象企業
が含まれており、法令に対応した購買・経理の運用により、
下請取引の適正化に努めています。
下請法違反を未然に防止するためには、下請法の内容を
十分に理解することが重要であり、担当者は（公財）公正
取引協会が主催する「下請法実務講座」を受講していま
す。受講により得られた違反事例や規制の動向を業務に
反映させ、常に下請取引の適正化を図っています。

調達方針（2018年10月制定）
お取引先と一体となり社会・お客様のニーズに応え
る調達を推進する

活動指針
1. お取引先とのパートナーシップを構築・強化し、共存共

栄を図る
2. 幅広く門戸を開き、お取引先に公正・自由な競争の機

会を提供する
3. 事業を行う国・地域の法令その他社会規範を遵守し、

適正かつ良識のある取引を行う
4. 品質および安全性の確保を前提とした調達活動を行う
5. 環境保全や地域発展に寄与する材料や工法の選定に

配慮する
6. 市場動向を反映した適正な調達価格を追求する
7. 需給変動に柔軟かつ安定的に対応できる調達体制を

構築する
8. 調達活動を通じて入手した各種情報の保護・管理を適

正に行う
9. 教育・訓練により、調達関係者およびお取引先の知識・ 

技術の向上を図る

コンプライアンス

人権方針（2018年10月制定）
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づ
き、国際的に認められた基本的な人権と労働基準を
尊重し、人種、性別、宗教、性自認、障がいの有無等
により、差別やハラスメントなど不当に扱われること
のないよう、相互の理解と尊重に努め、健やかで働
きがいのある環境を実現する。

活動指針
1. 人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、是正と救

済を含めて継続して実践する
2. 人権尊重の取組みをウェブサイト等で公開する
3. お取引先に対しても本方針を理解し、人権を尊重し侵

害しないよう求める
4. 本方針が事業活動で実施されるように、教育・啓発に

取り組む
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 「税務方針」の制定
「竹中グループ税務方針」が制定されたことを踏まえ、2021年1月に「税務方針」を制定しました。
当社の企業理念および企業行動規範に則り、税務方針を定め、実践することで税務に対する透明性および倫理性の高い企
業行動を継続していきます。

税務方針（２０２１年１月制定）

１．基本方針
アサヒファシリティズ（以下「当社」）は、「竹中グループ税務
方針」に基づき、当社の原点である企業理念を一人ひとりが
胸に刻み、行動指針である企業行動規範を実践することで
竹中グループＣＳＲビジョンを実現していきます。
このビジョンの実現において、責任ある企業市民として、国・
地域ごとに規定される税務関連法令及び国際ルール等に従
い、適正な納税を行うという社会的責任及び公共的使命を
果たしていきます。
グループメッセージ「想いをかたちに 未来へつなぐ」及び当
社コーポレートメッセージ「建物を育て 未来へつなぐ」のも
と、高い透明性及び倫理観をもって行動し、国・地域の持続
的発展に貢献していきます。

２．税務ガバナンス
当社は「企業活動全体の質」の改善・向上活動に取り組み、
お客様や広く社会から信頼を得て、社会的価値を高めるとい
う考えのもと、コーポレートガバナンス体制を構築し、その運
営に取り組んでいます。この中で税務に関するガバナンスに
おいては、当社取締役社長を責任者として、税務上の課題
を適切に対処できる体制を構築するとともに、当社の税務に
関する報告・管理を直接又は本社担当職能を通じて竹中工
務店へ共有できるネットワークを構築・維持していきます。
また、当社は、税務に関する事項について、当社経営陣、必
要に応じて竹中工務店へ報告し、意思決定及び事業環境の
変化に対して、税務コンプライアンスの面からの検討を行う
とともに、適宜、経営陣から税務コンプライアンスの維持・向
上への示達を行う等の経営陣による税務マネジメントを行っ
ていきます。
日々の適正処理の実施については、財務経理部門をはじめ
とする各職能による管理のもと、社内規程の的確な運用を
行うとともに、必要に応じて外部専門家のサポートを受けて
適切な対応を行います。

また、社員一人ひとりが適正処理を継続して実践していくた
めに、職務・職位に応じた税務に関する教育・啓蒙活動を実
施するとともに、税務精通者の継続的育成及び拡大を行い
ます。
税務に関する問題点及び非違事項に対する再発防止策に
ついては竹中工務店、監査役及び監査法人への報告協議を
行うとともに、業務監査部門との連携を図り、常に税務コン
プライアンスの維持向上に努めます。

３．税務プランニング
当社は、事業の策定・遂行にあたっては、各国における優遇
税制等が通常の事業活動の中で利用可能な場合は、効果的
に活用し、最適な税負担となるよう努めていきます。
なお、税負担を不当に免れるための作為的又は非倫理的な
行為並びに国際法及び国内法の立法精神に反する行為は
行いません。
グループ内の取引価格の設定は、独立企業間価格を前提に
行うものとし、タックスヘイブン、軽課税国への利益移転行
為及び租税回避を意図した税務対策は行いません。

４．税務リスクへの対応
当社は、税法が不明瞭であるか、解釈について複数の選択肢
がある場合又は不確実性が予見される場合には、早い段階
で必要に応じて、竹中工務店、外部専門家及び税務当局へ
の事前相談等を行うことで税務リスクの最小化を図ります。

５．各国税務当局との関係
当社は、税務当局への誠実な対応及び事実に基づく説明を
通じて、健全な関係維持に努めていきます。万一、申告上の
誤りが判明した場合は速やかに是正し、適切な処理をいたし
ます。

 Corporate Report 2021 38


